
別記様式第８号（第５条関係）

抽 出 案 件 説 明 書（随意契約）

入札執行課： 教育部 学校教育課

工事担当課： 教育部 学校教育課

整理番号 8

工事等名 令和 3年度 精華町立精華台小学校昇降機耐震改修等工事

工事等概要

（昇降機耐震改修工事）

地震感知器（Ｓ波、Ｐ波）の設置

つり合いおもりの脱落防止措置

戸開走行保護装置の設置等

随意契約とした理由

【随意契約理由】

今回の工事は、既設エレベータの改修工事となることから、設置されてい

るエレベータ業者以外の業者が施工することは困難であるため、地方自治法

施行令第 167条の 2第 1項第 2号の適用により随意契約としました。
（なお、設計段階で各エレベータ業者に設計見積りを依頼したところ、設置

業者のみ見積り提出がありましたが、その他の業者はすべて見積辞退されま

した。）

【根拠法令】

・地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号

契約経過

見積依頼 令和 3年 4月 1日 依頼者数 1者
見積徴取 令和 3年 4月 1日 見積者 1者
辞退 0者、失格 0者、無効 0者、見積書不着 0者

予定価格 円（税込）【非公表】

最低制限価格 設定なし

【業者選定理由】

設置業者しか施工することが困難であるため。

契約業者名 日本オーチス・エレベータ(株)京都支店 支店長 竹内 淳郎

契約金額 13,530,000円（税込） 落札率 %

案件①




